
庁 議 案 件 № 3 

令 和 5 年 1 月 2 4 日 

所管 子ども青少年局子ども青少年育成部 

 

件  名 
「堺市子ども・子育て総合プラン（第 2期堺市子ども・子育て支援事業計画）」の

中間見直し（案）の策定について 

経 過 ・ 現 状 

 

政 策 課 題 

【経過】 

・令和 2年 3月 第 2期堺市子ども・子育て支援事業計画の策定 

（計画期間 令和 2年度～令和 6年度） 

・令和 4年 3月 国から「中間年の見直しのための考え方」の提示 

        （国が示す基本指針において、「計画期間の中間年を目安として、

必要な場合には、計画の見直しを行うこと」とされている。） 

・令和 4年度  中間見直し作業 

堺市子ども・子育て会議において審議 

 

対 応 方 針 

 

今 後 の 取 組 

（ 案 ） 

【対応方針】 

・国が示す基本指針及び堺市子ども・子育て会議での審議に基づき、中間年にあ

たる本年度に、利用実績やニーズを踏まえた計画の一部見直しを実施 

・令和 5 年 4 月施行予定の「こども基本法」の規定内容を踏まえた見直しも併せ

て実施 

 

【見直し内容】 

○教育・保育施設の量の見込み・確保方策の見直し（国指定項目） 

令和 3 年度から令和 4 年度の就学前児童数と要保育率（申込者数実績/就学前

児童数）の推移を考慮し、7区全ての 3号（0歳）、3号（1・2歳）、2号の量の

見込み・確保方策の見直しを実施 

○基本理念への「こども基本法」の趣旨の反映 

子ども関連施策の企画、実施、評価時などでの子ども等からの意見聴取や施策

反映等を計画に明記 

○地域子ども・子育て支援事業の見直し（国指定項目） 

・子ども・子育て支援法第 59条に掲げられる「地域子ども・子育て支援事業」

のうち、計画と実績の間に大きな乖離がある事業等について見直しを実施 

・見直し対象事業 10事業 

○推進事業の見直し 

・各事業の利用実績等を踏まえ、見直しを実施 

・当初掲載事業の見直し 28事業、新規追加事業 4事業 

 

【今後のスケジュール】 

・令和 5年 3～4月 パブリックコメントの実施 

・令和 5年 4月   堺市子ども・子育て会議で審議、中間見直しの確定・公表 

効 果 の 想 定 子育て環境の充実に向けた取組の着実な推進 

関 係 局 と の 

政 策 連 携 

市民人権局、文化観光局、環境局、健康福祉局、産業振興局、泉北ニューデザイ

ン推進室、建築都市局、建設局、各区役所、教育委員会事務局、選挙管理委員会

事務局 

 
































































